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金融所得一体課税
－上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算－

�

は
じ
め
に

現
在
平
成
２１
年
度
税
制
改
正

に
向
け
て
議
論
が
行
な
わ
れ
て

い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
現
行
の

所
得
税
法
・
租
税
特
別
措
置
法

に
基
づ
き
、
平
成
２１
年
以
降
の

居
住
者
の
上
場
株
式
等
の
配
当

課
税
、
損
益
通
算
及
び
繰
越
控

除
に
つ
い
て
、
Ⅱ
か
ら
Ⅳ
で
ご

報
告
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の

改
正
の
動
向
に
つ
い
て
「
Ⅴ
お

わ
り
に
」
で
検
討
し
て
い
き
ま

す
。

�

上
場
株
式
等
の
配
当
課
税

�

源
泉
徴
収
制
度

①

源
泉
徴
収
義
務

配
当
等
の
支
払
者
は
、
源
泉

徴
収
義
務
が
あ
り
ま
す
。

平
成
２２
年
か
ら
支
払
の
取
扱

者
を
通
じ
て
上
場
株
式
等
の
配

当
等
の
支
払
を
受
け
る
場
合
に

は
、
そ
の
支
払
の
取
扱
者
が
配

当
等
の
支
払
者
に
代
わ
っ
て
源

泉
徴
収
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

②

源
泉
徴
収
税
率

上
場
株
式
等
の
配
当
等
の
源

泉
徴
収
税
率
は
、
２０
％
（
所
得

税
１５
％
・
住
民
税
５
％
）
で
す
。

た
だ
し
、
平
成
２１
年
１
月
１
日

か
ら
平
成
２２
年
１２
月
３１
日
ま
で

の
期
間
内
に
支
払
を
受
け
る
べ

き
配
当
等
は
、
１０
％
（
所
得
税

７
％
・
住
民
税
３
％
）
と
し
ま

す
。

③

源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配

当
等

平
成
２１
年
か
ら
上
場
株
式
等

の
配
当
等
と
上
場
株
式
等
の
譲

渡
損
失
と
の
損
益
通
算
が
行
な

わ
れ
ま
す
。

従
来
、
特
定
口
座
で
は
上
場

株
式
等
の
譲
渡
等
を
取
り
扱
っ

て
き
ま
し
た
が
、
平
成
２２
年
か

ら
こ
の
特
定
口
座
（
源
泉
徴
収

選
択
口
座
に
限
り
ま
す
。
）
に

上
場
株
式
等
の
配
当
等
を
受
け

入
れ
、
同
様
の
損
益
通
算
を
行

な
う
こ
と
に
よ
り
配
当
所
得
の

金
額
を
計
算
し
、
所
得
税
と
住

民
税
の
源
泉
徴
収
を
し
ま
す

（
〔
図
表
１
〕
参
照
）
。

し
た
が
っ
て
、
源
泉
徴
収
選

択
口
座
に
係
る
特
定
口
座
内
保

管
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
失
等

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
源
泉
徴

収
選
択
口
座
内
配
当
等
の
交
付

の
際
に
既
に
徴
収
し
た
所
得
税

と
住
民
税
を
還
付
し
ま
す
。

こ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
居
住
者
は
、
そ
の
源
泉
徴
収

選
択
口
座
を
開
設
し
て
い
る
金

融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所

の
長
に
対
し
、
上
場
株
式
等
の

配
当
等
の
支
払
の
確
定
す
る
日

ま
で
に
、「
源
泉
徴
収
選
択
口

座
内
配
当
等
受
入
開
始
届
出

書
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

�

確
定
申
告
不
要
制
度

上
場
株
式
等
の
配
当
等
は
、

確
定
申
告
不
要
制
度
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
平
成

２２
年
か
ら
源
泉
徴
収
選
択
口
座

内
配
当
等
の
額
と
特
定
口
座
内

保
管
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
失

等
の
金
額
の
損
益
通
算
に
関
す

る
手
続
を
確
定
申
告
せ
ず
に
完

了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�

総
合
課
税
と
分
離
課
税

上
場
株
式
等
の
配
当
等
は
、

総
合
課
税
の
ほ
か
に
、
申
告
分

離
課
税
を
選
択
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

申
告
分
離
課
税
を
選
択
し
た

場
合
の
税
額
は
、
上
場
株
式
等

に
係
る
課
税
配
当
所
得
金
額
に

２０
％
（
所
得
税
１５
％
・
住
民
税

５
％
）
を
乗
じ
て
計
算
し
ま

す
。
こ
の
場
合
、
配
当
控
除
の

適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
平
成
２１
年
分
・
平

成
２２
年
分
の
税
額
は
、
１
０
０

万
円
以
下
の
部
分
の
課
税
配
当

所
得
金
額
に
つ
い
て
は
、
１０
％

（
所
得
税
７
％
・
住
民
税
３
％
）

を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。

�

手
続
規
定

源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当

等
に
つ
い
て
、
金
融
取
引
業
者

等
は
、
特
定
口
座
年
間
取
引
報

告
書
に
配
当
等
の
額
を
記
載

し
、
こ
の
報
告
書
を
居
住
者
に

交
付
す
る
と
と
も
に
、
税
務
署

長
に
提
出
し
ま
す
。

源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当

等
以
外
の
配
当
等
に
つ
い
て
、

配
当
等
の
支
払
者
は
、
支
払
通

知
書
を
居
住
者
に
交
付
す
る
と

と
も
に
、
支
払
調
書
を
税
務
署

長
に
提
出
し
ま
す
。

�

損
益
通
算

�

概
要

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
居

住
者
の
平
成
２１
年
分
以
降
の
各

年
分
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲

渡
損
失
の
金
額
が
あ
る
場
合
に

は
、
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡

損
失
の
金
額
は
、
そ
の
確
定
申

告
書
に
係
る
年
分
の
上
場
株
式

等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
を

限
度
と
し
て
、
そ
の
年
分
の
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の

金
額
の
計
算
上
控
除
し
ま
す

（
〔
図
表
２
〕
参
照
）
。

�

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡

損
失
の
金
額

�
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲

渡
損
失
の
金
額
と
は
、
次
の
①

の
金
額
の
う
ち
、
②
の
金
額
を

い
い
ま
す
。

①

上
場
株
式
等
の
譲
渡
の
う

ち
一
定
の
譲
渡
を
し
た
こ
と
に

よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額

②

そ
の
譲
渡
を
し
た
日
の
属

す
る
年
分
の
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
控

除
し
て
も
な
お
控
除
し
き
れ
な

い
部
分
の
金
額
（
非
上
場
株
式

の
譲
渡
益
と
の
内
部
通
算
後
の

金
額
）

�

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当

所
得
の
金
額

�
の
上
場
株
式
等
に
係
る
配

当
所
得
の
金
額
と
は
、
上
場
株

式
等
の
配
当
等
に
係
る
配
当
所

得
に
つ
き
、
申
告
分
離
課
税
を

選
択
し
て
確
定
申
告
を
し
た
所

得
の
金
額
を
い
い
ま
す
。

�

繰
越
控
除

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
居

住
者
が
、
そ
の
年
の
前
年
以
前

３
年
内
の
各
年
に
お
い
て
生
じ

た
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損

失
の
金
額
を
有
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
上
場
株
式
等
に
係
る

譲
渡
損
失
の
金
額
に
相
当
す
る

金
額
は
、
そ
の
確
定
申
告
書
に

係
る
年
分
の
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
の
金
額
及
び
上
場
株

式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額

の
計
算
上
控
除
し
ま
す
（
〔
図

表
３
〕
参
照
）
。

こ
の
取
扱
い
は
、
平
成
２１
年

分
以
降
の
所
得
税
か
ら
適
用
し

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
平
成
１８

年
か
ら
平
成
２０
年
の
各
年
に
お

い
て
生
じ
た
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
損
失
の
金
額
は
、
平
成

２１
年
分
か
ら
控
除
し
ま
す
。

�

お
わ
り
に

平
成
１５
年
か
ら
上
場
株
式
等

の
譲
渡
益
と
上
場
株
式
等
の
配

当
等
に
つ
い
て
、
軽
減
税
率

（
所
得
税
７
％
・
住
民
税
３
％
）

を
適
用
し
て
き
ま
し
た
。

平
成
２０
年
度
税
制
改
正
で

は
、
平
成
２１
年
か
ら
の
金
融
所

得
課
税
の
一
体
化
と
と
も
に
、

軽
減
税
率
を
廃
止
し
ま
し
た

が
、
平
成
２１
年
・
平
成
２２
年
の

２
年

間
、
譲

渡

益
５
０
０
万

円
、
配
当
等
１
０
０
万
円
を
上

限
に
軽
減
税
率
の
特
例
措
置
を

定
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
自
由
民
主
党
は
、

株
価
低
迷
と
い
う
経
済
金
融
環

境
に
か
ん
が
み
、
こ
の
税
率
を

撤
回
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い

ま
す
。

そ
の
内
容
は
、
申
告
分
離
課

税
の
税
率
を
前
述
Ⅱ
（
３
）
の

税
率
に
よ
ら
ず
に
、
平
成
２３
年

ま
で
軽
減
税
率
（
所
得
税
７
％

・
住
民
税
３
％
）
に
よ
る
と
い

う
も
の
で
す
。
譲
渡
益
５
０
０

万
円
・
配
当
等
１
０
０
万
円
と

い
う
上
限
を
撤
廃
し
、
全
額
軽

減
税
率
の
対
象
と
す
る
改
正
が

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
前
述
Ⅱ
（
１
）
�
の

源
泉
徴
収
税
率
に
つ
い
て
も
、

平
成
２２
年
ま
で
の
取
扱
い
を
１

年
延
長
し
て
、
平
成
２３
年
ま
で

軽
減
税
率
（
所
得
税
７
％
・
住

民
税
３
％
）
と
す
る
改
正
が
見

込
ま
れ

て

い

ま

す
（
〔
図

表

４
〕
参
照
）
。

こ
の
ほ
か
、
自
由
民
主
党
は
、

１
０
０
万
円
ま
で
の
少
額
の
上

場
株
式
等
の
投
資
に
つ
い
て
、

平
成
２４
年
以
降
、
配
当
・
譲
渡

益
の
非
課
税
制
度
を
創
設
す
る

方
向
で
検
討
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
こ
の
会
報
が
発
行
さ

れ
る
時
点
で
は
、
平
成
２１
年
度

税
制
改
正
の
内
容
が
明
ら
か
に

な
り
、
本
稿
に
記
載
し
た
内
容

と
異
な
る
内
容
と
な
っ
て
い
る

部
分
が
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え

ま
す
。

長野 匡司［上野］

〔図表１〕源泉徴収選択口座内配当等の所得税額

源泉徴

収税率

所得

税額

源泉徴収選択口座での特定口座

内保管上場株式等の譲渡損失等

源泉徴収選択口座内

配当等の総額

〔図表２〕損益通算の適用がある場合の上場株式等に係る配当所得の金額

上場株式等に係る譲渡

損失の金額（Aが限度）

損益通算前の上場株式等

に係る配当所得の金額(A)

上場株式等に係る

配当所得の金額

〔図表３〕上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の控除順序（�以降が繰越控除）

� その年分の非上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除〈内部通算〉

� その年分の上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除〈損益通算〉

� その年の翌年分の株式等に係る譲渡所得等の金額（注１）の計算上控除

� その年の翌年分の上場株式等に係る配当所得の金額（注２）の計算上控除

� その年の翌々年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除

� その年の翌々年分の上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除

� その年の３年後の年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除

� その年の３年後の年分の上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除

（注１）内部通算後の株式等に係る譲渡所得等の金額（翌々年分以降も同様）

（注２）損益通算後の上場株式等に係る配当所得の金額（翌々年分以降も同様）

〔図表４〕上場株式等の配当等・譲渡益の税率の改正見込
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